様式第１

固定型内燃機関設置（使用・変更）届出書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

大　阪　市　長　様

住　所　

　届　出　者　

氏　名　                              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名）

　   大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領第４条第１項第１号（第２号・第３号）

の規定により、常用の固定型内燃機関について次のとおり届け出ます。

	工場又は事業場の名称
	（電話               ）　　　　　　　　　　　　
	※整　理　番　号
	

	
	
	※受　理　年　月　日
	　　　　年　　月　　日

	工場又は事業場の所在地
	（郵便番号              ）

　　　　
	※施　 設 　番  号
	

	
	
	※審  査  結  果
	

	
	
	※備　　　　　　　考

（収受印等）

	

	固定型内燃機関等の種類
	
	
	

	固定型内燃機機関等の構造、
使用の方法及び

窒素酸化物の処理等の方法
	別紙のとおり
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	添付書類　１　固定型内燃機関及び窒素酸化物の処理等を行う施設の設置場所を明記した図面（工場又は事業場の平面図）

　　　　　２　変更届出説明書（変更届の場合に限る。）

	

	参　　　考　　　事　　　項

	工場又は事業場の事業内容
	
	届出すべき者が

常時使用する従業員数
	

	工場又は事業場の規模
	
	資本金
	

	当該届出についての担当部課名及び緊急時連絡先

（電話番号）
	


備考　１　固定型内燃機関等の種類の欄には、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関の別を記載すること。

　      　　２　※印の欄には、記載しないこと。

　　      　３　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。　
別　紙

	固定型内燃機関の構造
	工場又は事業場における施設番号
	
	

	
	名称及び型式
	
	

	
	設置年月日
	年 　月 　日
	　　　年　 月   日

	
	着手予定年月日
	年 　月 　日
	    　年　 月　 日

	
	使用開始予定年月日
	年 　月 　日
	    　年 　月 　日

	
	規模
	燃焼の燃焼能力（重油換算Ｌ/h）
	
	

	
	
	発電設備の出力(kW)
	　
	

	固定型内燃機関の使用の方法
	使用状況
	１日の使用時間及び

月間使用日数等
	　　　時から　　時まで
時間／回　　回／日　　日
	時から　　時まで

時間／回　　回／日　　日

	
	
	季節変動
	　
	

	
	燃焼
	種類
	　
	

	
	
	発熱量(ｋJ/kg，ｋＪ/m３)
	　
	

	
	
	通常の使用量(L/h，m３/h)
	　
	

	
	
	混焼割合
	
	

	
	排出ガス量(m３/h)
	湿り
	最大
	通常
	最大
	通常

	
	
	乾き
	最大
	通常
	最大
	通常

	
	用途
	
	

	窒素酸化物の処理等の方法
	窒素酸化物の処理等を行う施設の工場又は事業場における施設番号
	
	

	
	窒素酸化物の処理等を行う施設の種類、名称及び型式
	
	

	
	※窒素酸化物の濃度(ppm)
	処理前
	
	(O2=0％)
	
	　　(O2=0％)

	
	
	処理後
	
	　(O2=0％)
	
	　　(O2=0％)

	
	排出ガス中の酸素濃度（％）
	
	

	
	排出ガス温度（℃）
	
	

	
	排出口の実高さHo(m)及び頂上口径D(m)
	Ho(m)　　　　D(m)
	Ho(m)　　　　D(m)

	
	陣傘の有無
	有　　・　　無
	有　　・　　無

	
	窒素酸化物測定口の有無及び口径
	有（口径　　　mm）・　無
	有（口径　　　mm）・　無

	添付書類　１　固定型内燃機関の構造概要図（主要寸法を記入すること。）

　　　　　２　窒素酸化物の処理等を行う施設（煙突、フード、ダクト等を含む。）の構造概要図

（主要寸法及び測定箇所を記入すること。）


備考　１　設置届の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届の場合には設置年月日の欄に、変更届の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄にそれぞれ記載すること。

　　　　　２　※印の窒素酸化物の濃度は、乾きガス中の濃度とする。

変更届出説明書（理由）
　　
	施設番号
（種類）
	当該施設を設置した
ときの受理番号
及び受理年月日
	主要変更事項
	変更予定
年月日
	変更理由

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	変更前後の概要
＜変更前＞
＜変更後＞



氏　名　等　変　更　届　出　書
　　　年　　　月　　　日　
大　阪　市　長　様
住　所　
届出者　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
(法人にあっては、名称及びその代表者の氏名)　　　
氏名・名称・住所・所在地に変更があったので、

大気汚染防止法第11条（第17条の13第２項、第18条の13第２項及び第18条の36第２項において準用する場合を含む）
（ばい煙発生施設（揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設・水銀排出施設））
ダイオキシン類対策特別措置法第18条（特定施設（ダイオキシン類））
騒音規制法第10条・振動規制法第10条（特定施設（騒音・振動））
大阪府生活環境の保全等に関する条例第30条（届出施設（ばいじん・有害物質・粉じん））
大阪府生活環境の保全等に関する条例第91条（届出施設（騒音・振動））
大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領第4条第1項第4号
の規定により、次のとおり届け出ます。
	工場又は事業場
の名称
	（電話番号　　　　　　　　　　　　　　　）
	※整理番号 
	 

	
	
	※受理年月日
	　　　年　　月　　日

	工場又は事業場
の所在地
	（郵便番号　　　　　　　　　　　  ）

	※施設番号
	

	変更の
内容
	変更前
	
	※備考
（収受印等）
	

	
	変更後
	
	
	

	
	
	
	
	

	変更年月日
	　　　　　年　月　日
	
	

	変更の理由
	 
	
	


注意　この届出は、変更があった日から３０日以内に届け出ること。            　　　　　      　※□期限遵守指導済
備考　１　※の欄には、記載しないこと。
　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。　

使　用　廃　止　届　出　書
　　年　　　月　　　日
大　阪　市　長　様
住　所
届出者
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名）

　 ばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・水銀排出施設
　 特定施設（ダイオキシン類）
　 特定施設（騒音・振動）
届出施設（ばいじん・有害物質・粉じん）
　 届出施設（騒音・振動）
　 固定型内燃機関
　の使用を廃止したので、
大気汚染防止法第11条
（第17条の13第２項、第18条の13第２項及び第18条の36第２項において準用する場合を含む。）
ダイオキシン類対策特別措置法第18条
騒音規制法第10条・振動規制法第10条
大阪府生活環境の保全等に関する条例第30条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 大阪府生活環境の保全等に関する条例第91条
大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領第4条第1項第5号
の規定により、次のとおり届け出ます。
	工場又は事業場の名称
	(電話番号　　　　　　　　　　　　　)
	使用を廃止した施設の概要
	□大気関係施設
（別紙のとおり）
□ダイオキシン類関係施設
　　　（別紙のとおり）
□すべての騒音関係施設
□すべての振動関係施設　　

	工場又は事業場の所在地
	(郵便番号　　　　　　　　)

	※整理番号
	

	
	
	※受理年月日
	　　　　　年　　月　　日

	施設の設置場所
	
	※施設番号
	

	使用廃止年月日
	　　  　　　年　　月　　日
	※備　　　考
（収受印等）
	

	使用廃止の理由
	
	
	


注意　この届出は、廃止した日から３０日以内に届け出ること。　　　　　　　　　　　　　※□期限遵守指導済　
備考　１　施設の設置場所の記載欄については、できる限り図面等を利用して、廃止した施設を明示すること。
　　　２　※の欄には、記載しないこと。
３　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　４　騒音・振動関係施設においては、すべての使用を廃止したときに届け出ること。
別紙
使用を廃止した施設の概要
	
	施設の種類
	規模
	施設番号

	大
気
汚
染
防
止
法
	ばい煙
	
	
	

	
	特定粉じん
	
	
	

	
	一般粉じん
	
	
	

	
	揮発性有機化合物
	
	
	

	
	水銀
	
	
	

	ダイオキシン類対策特別措置法
	
	
	

	大阪府生活環境の保全等に関する条例
	ば
い
煙
	ばいじん
	
	
	

	
	
	有害物質
	
	
	

	
	粉じん
	
	
	

	固定型内燃機関
	
	
	


承　継　届　出　書
　　　年　　　月　　　日
大　阪　市　長　様
住  所
届出者　
氏  名　　　　　　　　　　  　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名）

ばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・水銀排出施設
特定施設（ダイオキシン類）
特定施設（騒音・振動）
届出施設（ばいじん・有害物質・粉じん）
届出施設（騒音・振動）
固定型内燃機関
に係る届出者の地位を承継したので、

大気汚染防止法第12条第３項
（第17条の13第２項、第18条の13第２項及び第18条の36第２項において準用する場合を含む。）
ダイオキシン類対策特別措置法第19条第３項
騒音規制法第11条第３項・振動規制法第11条第３項
大阪府生活環境の保全等に関する条例第34条
大阪府生活環境の保全等に関する条例第92条第３項
大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領第４条第１項第６号
の規定により、次のとおり届け出ます。
	工場又は事業場
の名称
	(電話番号　　　　　　　　　　 )
	承継した施設の概要
	□大気関係施設
　　　　　　（別紙のとおり）
□ダイオキシン類関係施設
　　　　　　（別紙のとおり）
□すべての騒音関係施設
□すべての振動関係施設

	工場又は事業場
の所在地
	(郵便番号　　　　　　　　)
	※整理番号
	

	
	
	※受理年月日
	　　　　　年　　月　　日

	施設の設置場所
	
	※施設番号
	

	承継年月日
	　　　　　　年　　月　　日
	※備考
（収受印等）
	

	被承継者
	氏　　名
（法人にあっては、名称）
	
	
	

	
	住　　所
	
	
	

	承継の原因
	
	
	


	参考事項（被承継者が届出した内容を記載すること）

	被承継工場又は事業場の名称
	


注意　この届出は、承継があった日から３０日以内に届け出ること。　　　　  　            　※□期限遵守指導済　
備考１　施設の設置場所の記載欄については、できる限り図面等を利用して、承継した施設を明示すること。
　　２　※の欄には、記載しないこと。
　　３　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
４　騒音・振動関係施設における承継届出にあっては、すべてを譲り受け、又は借り受けた場合にのみ届け出ること。
別紙
承継した施設の概要
	
	施設の種類
	規模
	施設番号

	大
気
汚
染
防
止
法
	ばい煙
	
	
	

	
	特定粉じん
	
	
	

	
	一般粉じん
	
	
	

	
	揮発性有機化合物
	
	
	

	
	水銀
	
	
	

	ダイオキシン類対策特別措置法
	
	
	

	大阪府生活環境の
保全等に関する条例
	ば
い
煙
	ばいじん
	
	
	

	
	
	有害物質
	
	
	

	
	粉じん
	
	
	

	固定型内燃機関
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